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今月のスクールカウンセリングのご案内 

 下記の日程で、スクールカウンセラー（長井望美）が勤務しております。 

相談時間の調整をしますので、希望される方は教頭までご連絡ください。 

11/9（木）・30（木） 9:00～12:00   11/2（木）・16（木） 13:00～16:00  

＊午前の最終相談は 11:00～ 午後の最終相談は 15:00～  相談時間は原則 40分 

豊かな個性をもち、たくましく生きる子どもの育成    

 ～ 夢へ向かって チャレンジ 東っ子 ～ 
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1 水 5年生移動教室 3/3 17 金 5 年生校外学習（栽培漁業センター） 

 7 火 4～6年生クラブ活動 21 

 

火 

 

5・6 年生委員会活動 

ひまわり学級げんきキャンプ（～22 日） 8 水 就学時健康診断  

10 金 全校５校時日課  23 木 勤労感謝の日 

11 土 学習参観/東小まつり  24 金 6年生校外学習（国会議事堂） 

 13 月 振替休業 28 火 4～6年生クラブ活動 

14 火 市教研     

 16 木 2年生校外学習（マザー牧場）    

 １１月８日は立冬です。暦では１０月上旬からその前まで晩秋としますが、実感として

はもう少し秋の真っただ中を味わいところです。 

 今月もたくさんの行事が予定されています。中でも東小まつりは、久しぶりの開催とな

るため、企画や準備に携わる PTA 役員の方々も、何度も話し合いを重ねていらっしゃい

ました。「子どもたちに喜んでもらいたい」という思いを核に、立案から準備へと一歩ず

つ進めて来られた関係者には、感謝の気持ちしかありません。 

 学校ホームページの「校長室だより」にも掲載させていただきましたので、詳しい内容

は割愛しますが、前期終業式に全校の子どもたちに出した宿題に、驚くほど多くの子ども

が「なぜだろう」と真剣に考え、後期始業式にはそれぞれの答えをもって集まってくれま

した。子どもたちの考えた答えはとても独創的で柔軟で、そして物事の神髄に迫るもので

した。子どもたちからまた一つ、新しい気付きをもらった気がします。  

家庭数配付 

1１月の行事予定 
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学習を充実させるときです 

 最近、お子さんの筆箱の中やノートをご覧になっていますか。筆箱の中身や 

ノートに書かれた文字は、授業に対する集中度や理解度を映し出しているとも 

言えます。高学年になると、家族が自分の持ち物に手を触れることに抵抗感を 

もつかもしれません。しかし、小学生の学習の基盤となる環境づくりには、ま 

だまだご家庭の目が必要だなと感じています。 

 

放課後の遊び方について 

 下校後の子どもたちはとても開放的になります。子どもの成長に遊びは不可欠ではありますが、

時にその様子を心配してくださる声も学校に届きます。学校、家庭、地域が協力して子どもたちを

見守り、育てていくために、指導した内容の一端をお知らせしたいと思います。 

 

・校庭や公園で食べたおやつのごみを放置していた。 

・暗くなっても野外で遊んでいる。 

・猛スピードで自転車を走らせ、歩行者と接触した。 

・勝手によそのお宅に上がり込んで遊んでいた。 

・ふざけっこ（身体接触を伴うかかわり方）が、そのように見えないくらい過度のものであった。 

 

危険を予測し回避する力はまだまだ足りない子どもたちです。 

また、学校から一歩外へ出たら、そこでは地域の一員としての 

マナーやモラルも必要になります。誰とどこで、どのように遊 

んでいるのか、今一度お子さんの様子を知っていただけたらと 

思います。 

 

～給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ～ 

 １１月２７日（月）は、第５期の給食費（１０月分）及び学校徴収金の振替日です。６月中旬

配付の納入額決定通知書を確認し、振替日前日までに必要な金額を登録口座にご用意ください。

引き落としができない場合は、１２月１５日（金）に再振替を行います。 

 再振替でも引き落としができない場合、給食費は納付書、学校徴収金分は振替依頼書による金

融機関等でのお支払いとなりますのでご注意ください。（学校徴収金は、振込手数料が必要です。） 

（学校給食費に関するお問い合わせ 市保健体育課 電話 ２４５－５９０９） 

    （学校徴収金に関するお問い合わせ 本校 教頭  電話 ２３７－８３０７） 

 

 


